
「上尾市中学生海外派遣研修事業」に関し，後述の（１）～（３）についての情報の開

示を求めます。 

 開示の際は，電子交付を希望します。なお，もしも「文書不存在による非公開」処分と

される場合であっても，「上尾市情報公開条例」第 26 条による丁寧な情報の提供をお願い

いたします。 

（１）  令和６年度上尾市中学生海外派遣研修事業に参加する生徒の負担金を 1 人当たり

８万円・生保受給及び就学援助対象者は３万７千円とした理由や根拠が判別でき

る文書・資料等。 

（参考）戸田市の例では，令和６年度中学生海外派遣事業（オーストラリアのリバプ

ール市８日間）の参加費用は 240,430 円となっています。 

（２）  令和６年度上尾市中学生海外派遣研修事業の引率者を５人とした根拠が判別でき

る文書・資料等。 

（参考）「さいたま市立中学校等国際交流事業実施要項」によれば， 

「派遣人数」は６７名以内・「引率者」は５名以内となっています。 

（３）  令和６年度上尾市中学生海外派遣研修事業の引率者の選任基準が判別できる文

書・資料等。 

（参考）ＪＣＳＯＳ（海外留学生安全対策協議会）のＨＰに掲載されている「教職員

の引率，海外出張」には，以下の記述があります。 

 

 

 


